
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）
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平成 18 年

4 月 1 日（土曜日）

規
　
　
則

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
（
人
事
・
行
革
課
）

一

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
五
十
三
号

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
五
項
中
「
（
知
事
公
室
長
及
び
危
機
管
理
監
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

別
表
一
政
策
部
の
部
香
川
県
東
京
事
務
所
の
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
所
長
が
指
名
す
る
職
員
」
を
「
主
管

課
長
」
に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
部
香
川
県
西
讃
保
健
所
の
項
中
「
生
活
福
祉
総
務
課
長
」
を
「
健

康
福
祉
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
部
中

「

香
川
県
身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
　
次
長
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
か
じ
め
所
長
が
指

ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
身
体
障
害
者
相
談
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
す
る
職
員
　
　
　
　
　
　
を

所

」

「

香
川
県
障
害
福
祉
相
談
所
　
　
　
　
　
　
次
長
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
か
じ
め
所
長
が
指

定
す
る
職
員
　
　
　
　
　
　
に

香
川
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
　
次
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　」

改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
部
香
川
県
知
的
障
害
者
相
談
所
の
項
及
び
香
川
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
項
を
削
り
、
同
表
農
政
水
産
部
の
部
香
川
県
東
讃
土
地
改
良
事
務
所
及
び
香
川
県
中
讃
土
地
改
良
事
務

所
の
項
中
「
主
管
課
長
」
を
「
次
長
」
に
、
「
総
務
課
長
」
を
「
主
管
課
長
」
に
改
め
る
。

別
表
二
の
二
の
項
第
十
号
を
削
り
、
同
表
の
四
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

４
　
所
管
工
事
に
係
る
総
合
評
価
競
争
入
札
に
お
い
て
落
札
者
を
決
定
す
る
こ
と
。
○
　
○

別
表
三
環
境
管
理
室
の
部
一
の
項
第
一
号
中
「
ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
」
を
「

ば
い
煙
発
生
施
設
等
」
に
改
め
、
「
六
条
一
項
」
の
下
に
「
、
十
七
条
の
四
第
一
項
」
を
、
「
九
条
」
の

下
に
「
、
九
条
の
三
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
」
を

「
ば
い
煙
発
生
施
設
等
」
に
改
め
、
「
七
条
一
項
」
の
下
に
「
、
十
七
条
の
五
第
一
項
」
を
、
「
九
条
」

の
下
に
「
、
九
条
の
三
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
」

を
「
ば
い
煙
発
生
施
設
等
」
に
改
め
、
「
八
条
一
項
」
の
下
に
「
、
十
七
条
の
六
第
一
項
」
を
、
「
九
条
」

の
下
に
「
、
九
条
の
三
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
ば
い
煙
排
出
者
又
は
特
定
粉
じ
ん
排
出
者
」
を
「

ば
い
煙
排
出
者
等
」
に
、
「
ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
」
を
「
ば
い
煙
発
生
施
設
等
」

に
改
め
、
「
九
条
」
の
下
に
「
、
十
七
条
の
七
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
特

定
粉
じ
ん
発
生
施
設
」
を
「
ば
い
煙
発
生
施
設
等
」
に
改
め
、
「
十
条
二
項
」
の
下
に
「
、
十
七
条
の
十

二
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
十
二
条
三
項
」
の
下
に
「
、
十
七
条
の
十
二
第
二
項
」
を
加
え
、

同
表
健
康
福
祉
課
の
部
二
の
項
第
五
号
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
負
担
能
力
」
の
下
に
「
（
助
産
の
実

施
又
は
母
子
保
護
の
実
施
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と

し
、
同
項
第
七
号
中
「
費
用
」
の
下
に
「
（
助
産
の
実
施
又
は
母
子
保
護
の
実
施
に
要
す
る
費
用
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
八
号
を
削
り
、
同
部
六
の
項
第
一
号

中
「
又
は
居
宅
介
護
支
援
」
を
「
、
居
宅
介
護
支
援
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
つ
い
て
」
を
「
立
ち
入
り
、
そ
の
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
つ
い
て
」
を
「
立
ち
入
り
、
そ
の
」

一

規

則
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川
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十
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年
四
月
一
日
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二

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

４
　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
指
定
　
○
　
○

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
以
下
こ
の
関
係
事
務
に
お
い
て
「
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
等
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。
（
法
七
十
六

条
の
二
第
一
項
、
八
十
三
条
の
二
第
一
項
、
百
十
五
条
の
七
第
一
項
）

５
　
勧
告
を
受
け
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
　
○
　
○

か
つ
た
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。
（
法
七
十
六
条
の
二
第
二
項
、
八
十
三
条

の
二
第
二
項
、
百
十
五
条
の
七
第
一
項
）

６
　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
、
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
　
○
　
○

き
こ
と
を
命
じ
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。
（
法
七
十
六
条
の
二
第
三

項
・
四
項
、
八
十
三
条
の
二
第
三
項
・
四
項
、
百
十
五
条
の
七
第
三
項
・

四
項
）

別
表
三
健
康
福
祉
課
の
部
六
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

８
　
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
　
○
　
○

事
業
者
で
あ
つ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
で
あ

つ
た
者
（
以
下
こ
の
関
係
事
務
に
お
い
て
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
で
あ
つ
た
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類

の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し

く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
で
あ
つ
た
者
等
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関

係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳

簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。
（
法
百
十
五
条
の
六
第
一

項
）

別
表
三
土
地
改
良
課
の
部
二
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

２３

公
告
を
行
う
こ
と
。
（
２
及
び
１３
の
届
出
、
３
、
７
及
び
１１
の
認
可
並
　
　
　
　
　
　
　
○
　

び
に
１２
の
同
意
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。
（
法
第
十
八
条
十
七
項
、
三
　

十
条
三
項
、
四
十
八
条
十
一
項
、
六
十
七
条
三
項
、
九
十
五
条
四
項
、
九

十
六
条
の
二
第
七
項
、
百
十
三
条
の
二
第
二
項
）

「

「

別
表
三
監
理
課
の
部
六
の
項
第
五
号
中
　
　
　
　
○
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
○
　
　
に
改
め
、
同

」

」

部
十
八
の
項
第
一
号
中
「
五
条
三
項
、
六
条
一
項
」
を
「
八
条
三
項
、
九
条
一
項
」
に
改
め
、
同
部
二
十

の
項
第
一
号
中
「
及
び
施
工
」
を
「
、
施
工
及
び
維
持
保
全
」
に
、
「
十
五
条
一
項
」
を
「
七
十
四
条
一

項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
七
十
五
条
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
届
出
」
を
「
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
届
出
」
に
、
「
十
五
条
の
二
第
二
項
」
を
「
七
十
五
条

二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
特
定
建
築
主
等
」
に
、
「
施
工
」
を
「
施
工
若

し
く
は
維
持
保
全
」
に
、
「
二
十
五
条
四
項
」
を
「
八
十
七
条
十
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と

し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

４
　
２
の
届
出
に
係
る
事
項
に
関
す
る
当
該
建
築
物
の
維
持
保
全
の
状
況
に
　
　
　
○

つ
い
て
報
告
を
受
け
る
こ
と
。（
法
七
十
五
条
四
項
）

５
　
４
の
報
告
を
し
た
者
に
対
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
に
資
す
る
　
　
　
○
　

維
持
保
全
を
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
。（
法
七
十
五
条
五
項
）

別
表
四
の
一
の
表
一
の
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

１
　
消
費
者
に
対
し
、
不
当
な
取
引
行
為
を
行
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
事
業
者
　
○
　
○

の
氏
名
そ
の
他
必
要
な
情
報
（
事
業
者
の
所
在
が
明
確
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）

を
提
供
す
る
こ
と
。（
条
二
十
条
）

別
表
四
の
七
の
表
二
の
項
中
「
条
…
香
川
県
森
林
公
園
条
例
」
を
削
り
、
同
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号

を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
る
。

別
表
四
の
八
の
表
健
康
福
祉
課
の
部
中
「
健
康
福
祉
課
」
の
下
に
「
・
健
康
福
祉
総
務
課
」
を
加
え
、
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三

同
部
二
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
負
担
能
力
」
の
下
に
「
（
助
産
の
実
施
又
は
母
子
保

護
の
実
施
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七

号
中
「
費
用
」
の
下
に
「（
助
産
の
実
施
又
は
母
子
保
護
の
実
施
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
八
号
を
削
り
、
同
部
六
の
項
第
一
号
中
「
又
は
居
宅
介
護

支
援
」
を
「
、
居
宅
介
護
支
援
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
つ
い
て
」
を
「

立
ち
入
り
、
そ
の
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
つ
い
て
」
を
「
立
ち
入
り
、
そ
の
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

４
　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
指
定
介
護
　
○
　
○

予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
以
下
こ
の
関
係
事
務
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

等
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。
（
法
七
十
六
条
の
二
第
一
項
、
八

十
三
条
の
二
第
一
項
、
百
十
五
条
の
七
第
一
項
）

５
　
勧
告
を
受
け
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
　
○
　
○

た
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。
（
法
七
十
六
条
の
二
第
二
項
、
八
十
三
条
の
二
第
二

項
、
百
十
五
条
の
七
第
一
項
）

６
　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
、
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
　
○
　
○

と
を
命
じ
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。
（
法
七
十
六
条
の
二
第
三
項
・
四
項
、

八
十
三
条
の
二
第
三
項
・
四
項
、
百
十
五
条
の
七
第
三
項
・
四
項
）

別
表
四
の
八
の
表
健
康
福
祉
課
の
部
六
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

８
　
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
　
○
　
○

者
で
あ
つ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
つ
た
者
（

以
下
こ
の
関
係
事
務
に
お
い
て
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
つ
た

者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提

示
を
命
じ
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
の
従
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
つ
た
者
等
に

対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く

は
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
に
立
ち

入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

（
法
百
十
五
条
の
六
第
一
項
）

別
表
四
の
八
の
表
環
境
管
理
室
の
部
一
の
項
第
一
号
中
「
ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
特
定
粉
じ
ん
発
生
施

設
」
を
「
ば
い
煙
発
生
施
設
等
」
に
改
め
、
「
六
条
一
項
」
の
下
に
「
、
十
七
条
の
四
第
一
項
」
を
、
「

九
条
」
の
下
に
「
、
九
条
の
三
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
特
定
粉
じ
ん
発
生

施
設
」
を
「
ば
い
煙
発
生
施
設
等
」
に
改
め
、
「
七
条
一
項
」
の
下
に
「
、
十
七
条
の
五
第
一
項
」
を
、

「
九
条
」
の
下
に
「
、
九
条
の
三
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
特
定
粉
じ
ん
発

生
施
設
」
を
「
ば
い
煙
発
生
施
設
等
」
に
改
め
、
「
八
条
一
項
」
の
下
に
「
、
十
七
条
の
六
第
一
項
」
を
、

「
九
条
」
の
下
に
「
、
九
条
の
三
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
ば
い
煙
排
出
者
又
は
特
定
粉
じ
ん
排
出

者
」
を
「
ば
い
煙
排
出
者
等
」
に
、
「
ば
い
煙
発
生
施
設
又
は
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
」
を
「
ば
い
煙
発

生
施
設
等
」
に
改
め
、
「
九
条
」
の
下
に
「
、
十
七
条
の
七
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
ば
い
煙
発
生

施
設
又
は
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
」
を
「
ば
い
煙
発
生
施
設
等
」
に
改
め
、
「
十
条
二
項
」
の
下
に
「
、

十
七
条
の
十
二
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
十
二
条
三
項
」
の
下
に
「
、
十
七
条
の
十
二
第
二

項
」
を
加
え
る
。

別
表
第
四
の
九
の
表
二
十
一
の
項
中
第
二
十
九
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
八
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
十
二
号
中
「
医
薬
品
を
」
を
「
医
薬
品
等
を
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
二
十
三
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
同
項
第
二
十
号
中
「
医
薬
品
を
」

を
「
医
薬
品
等
を
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、

第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
四
号
中
「
（
東
讃
保
健
所
に
あ
つ
て

は
、
高
松
市
の
区
域
を
含
む
。
１５
、
２０
、
２２
及
び
２５
か
ら
２７
ま
で
の
事
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、

同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５
　
卸
売
一
般
販
売
業
の
管
理
者
が
店
舗
以
外
の
場
所
で
業
と
し
て
薬
事
に
関
す
　
○
　
　
　
○

る
実
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
。
（
法
七
条
三
項
、
二
十
七
条
）

（
東
讃
保
健
所
に
あ
つ
て
は
、
高
松
市
の
区
域
を
含
む
。
１５
、
１６
、
２１
、
２３
及

び
２６
か
ら
２８
ま
で
の
事
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

別
表
四
の
十
の
表
一
の
項
第
二
十
六
号
を
削
る
。

別
表
四
の
十
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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十
二
　
障
害
福
祉
相
談
所

決
　
裁
　
区
　
分

関
　
係
　
事
　
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
長
等
委
任
　
　
　
　
　
　
　
　

所
　
長
　
等
　
　
課
　
長
　
等
　

１
　
身
体
障
害
者
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

○
　
　
　
　
　
　
○

（
法
十
一
条
二
項
）

２
　
身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
若
し
く
は
職
能
的
判
定
又
は
補
装
具
の
処
方
若
し
く
は
適
合
判
定
を
行
う
こ
　
　
○
　
　
　
　
　
　
○

と
。
（
法
十
一
条
二
項
）

３
　
市
町
の
求
め
に
応
じ
、
市
町
が
行
う
介
護
給
付
費
等
の
支
給
の
要
否
の
決
定
等
に
関
し
、
意
見
を
述
べ
、
又
は
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

係
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
。
（
法
十
一
条
二
項
）

４
　
市
町
の
求
め
に
応
じ
、
市
町
が
行
う
介
護
給
付
費
等
の
支
給
の
要
否
の
決
定
等
に
関
し
、
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
　
　
○
　
　
　
　
　
　
○

の
協
力
等
を
行
う
こ
と
。
（
法
十
一
条
二
項
）

５
　
身
体
障
害
者
の
巡
回
相
談
を
行
う
こ
と
。
（
法
十
一
条
三
項
）

○
　
　
　
　
　
　
○

１
　
知
的
障
害
者
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

○
　
　
　
　
　
　
○

（
法
十
二
条
二
項
）

２
　
十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
又
は
職
能
的
判
定
を
行
う
こ
と
。
（
法
十
二
条
二
項
）

○
　
　
　
　
　
　
○

３
　
市
町
の
求
め
に
応
じ
、
市
町
が
行
う
介
護
給
付
費
等
の
支
給
の
要
否
の
決
定
に
関
し
、
意
見
を
述
べ
、
又
は
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
。
（
法
十
二
条
二
項
）

４
　
市
町
の
求
め
に
応
じ
、
市
町
が
行
う
介
護
給
付
費
等
の
支
給
の
要
否
の
決
定
等
に
関
し
、
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
　
　
○
　
　
　
　
　
　
○

の
協
力
等
を
行
う
こ
と
。
（
法
十
二
条
二
項
）

５
　
知
的
障
害
者
の
巡
回
相
談
を
行
う
こ
と
。
（
法
十
二
条
三
項
）

○
　
　
　
　
　
　
○

６
　
療
育
手
帳
を
交
付
し
、
又
は
再
交
付
す
る
こ
と
。

○

１
　
児
童
の
発
達
障
害
の
早
期
発
見
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
指
導
、
助
言
そ
の
他
の
市
町
に
対
す
る
必
要
　
　
○
　
　
　
　
　
　
○

な
技
術
的
援
助
を
行
う
こ
と
。
（
法
五
条
五
項
）

２
　
発
達
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
、
専
門
的
に
、
そ
の
相
談
に
応
じ
、
又
は
助
言
を
行
う
こ
と
。
（
法
十
四
条
　
　
○
　
　
　
　
　
　
○

一
項
一
号
）

３
　
発
達
障
害
者
に
対
し
、
専
門
的
な
発
達
支
援
及
び
就
労
の
支
援
を
行
う
こ
と
。
（
法
十
四
条
一
項
二
号
）

○
　
　
　
　
　
　
○

４
　
発
達
障
害
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
及
び
研
修
を
行
う
こ
と
。
（
法
十
四
条
一
項
三
号
）

○
　
　
　
　
　
　
○

５
　
発
達
障
害
に
関
し
て
、
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。
（
法
十
四
条
一
項
四
号
）

○
　
　
　
　
　
　
○

四
　
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
１
　
一
件
の
評
価
額
が
百
万
円
未
満
の
物
品
の
無
償
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

○
　
　
　
　
　
　
○

一
　
身
体
障
害
者
福
祉
法

関
係
事
務

法
…
身
体
障
害
者
福
祉

法

二
　
知
的
障
害
者
福
祉
法

関
係
事
務

法
…
知
的
障
害
者
福
祉

法

三
　
発
達
障
害
者
支
援
法

関
係
事
務

法
…
発
達
障
害
者
支
援

法
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五

別
表
四
の
十
三
の
表
及
び
十
四
の
表
を
削
る
。

別
表
四
の
十
五
の
表
一
の
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
を
加
え
、
同
表
を
別
表
四
の
十
三
の
表
と
す
る
。

二
　
障
害
者
自
　
１
　
自
立
支
援
医
療
の
支
給
認
定
を
行
う
こ
と
。
（
法
五
十
四
　
○
　
○

立
支
援
法
関
　
　
条
一
項
）

係
事
務
　
　

２
　
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
自
立
支
援
医
療
を
受
け
る
　
○
　
○

法
…
障
害
者

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
を
定
め
る
こ
と
。
（
法
五
十
四
条

自
立
支

二
項
）

援
法

３
　
支
給
認
定
障
害
者
等
に
対
し
、
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
　
○
　
○

政
…
障
害
者

を
交
付
す
る
こ
と
。
（
法
五
十
四
条
三
項
）

自
立
支

４
　
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
う
こ
と
。
（
法
五
十
六
条
　
○
　
○

援
法
施

二
項
）

行
令

５
　
支
給
認
定
を
取
り
消
し
、
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
の
返
　
○
　
○

還
を
求
め
る
こ
と
。
（
法
五
十
七
条
）

６
　
支
給
認
定
障
害
者
等
に
対
し
、
自
立
支
援
医
療
費
を
支
給
　
○
　
○

し
、
又
は
支
払
う
こ
と
。
（
法
五
十
八
条
一
項
・
五
項
）

７
　
支
給
認
定
障
害
者
等
に
対
し
、
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
　
○
　
○

を
再
交
付
す
る
こ
と
。
（
政
三
十
三
条
一
項
）

別
表
四
の
十
三
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

十
四
　
川
部
み
ど
り
園

決
　
裁
　
区
　
分

関
　
係
　
事
　
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
長
等
委
任
　
　
　
　
　
　
　
　

所
　
長
　
等
　
　
課
　
長
　
等
　

一
　
社
会
福
祉
法
関
係
事
　
　
１
　
川
部
み
ど
り
園
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。
（
法
七
十
七
条
）

○
　
　
　
　
　
　
○

務法
…
社
会
福
祉
法
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別
表
四
の
十
六
の
表
を
別
表
四
の
十
五
の
表
と
し
、
別
表
四
の
十
七
の
表
を
別
表
四
の
十
六
の
表
と
し
、

別
表
四
の
十
八
の
表
を
別
表
四
の
十
七
の
表
と
し
、
別
表
四
の
十
九
の
表
を
削
り
、
別
表
四
の
二
十
の
表

を
別
表
四
の
十
八
の
表
と
す
る
。

「
条
②
…
香
川
県
使
用
料
、

「
条
②
…
香
川
県
使
用
料
、

手
数
料
条
例

別
表
四
の
二
十
一
の
表
一
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、

手
数
料
条
例
　
　
」

規
…
香
川
県
計
量
検
定

所
規
則
　
　
　
　
」

同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
表
を
別
表
四
の
十
九
の
表
と
す
る
。

４０

受
託
検
査
を
行
う
こ
と
。
（
規
六
条
）

○
　
○

別
表
四
の
二
十
二
の
表
を
別
表
四
の
二
十
の
表
と
す
る
。

「
条
…
香
川
県
都
市
公
園

「
条
…
香
川
県
都
市
公
園
　
　
　
　
　
条
例

別
表
四
の
二
十
三
の
表
の
一
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

条
例
　
　
　
　
　
」

規
…
香
川
県
都
市
公
園

規
則
　
　
　
　
　
」

め
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１１

集
会
所
の
利
用
の
許
可
等
を
取
り
消
し
、
又
は
利
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。
○
　
○

（
規
二
十
一
条)

別
表
四
の
二
十
三
の
表
の
一
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
表
を
別
表
四
の
二
十
一
の
表
と
す
る
。

７
　
集
会
所
の
利
用
の
許
可
又
は
当
該
許
可
事
項
の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

○
　
○

（
条
七
条
の
二
、
規
二
十
条
の
五
）

別
表
四
の
二
十
四
の
表
を
別
表
四
の
二
十
二
の
表
と
し
、
別
表
四
の
二
十
五
の
表
を
別
表
四
の
二
十
三

の
表
と
し
、
別
表
四
の
二
十
六
の
表
を
別
表
四
の
二
十
四
の
表
と
し
、
別
表
四
の
二
十
七
の
表
を
別
表
四

の
二
十
五
の
表
と
す
る
。

別
表
四
の
二
十
八
の
表
中
三
の
項
を
削
り
、
四
の
項
を
三
の
項
と
し
、
同
表
を
別
表
四
の
二
十
六
の
表

と
す
る
。

「

「

別
表
四
の
二
十
九
の
表
一
の
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
中
　
　
　
　
○
　
　
を
　
　
○
　
○
　
　

」

」

に
改
め
、
同
表
を
別
表
四
の
二
十
七
の
表
と
す
る
。

別
表
四
の
三
十
の
表
二
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
表
を
別
表
四
の
二
十
八
の
表
と
す
る
。

２３

公
告
を
行
う
こ
と
。
（
２
及
び
１３
の
届
出
、
３
、
７
及
び
１１
の
認
可
並
び
に
　
　
　
　
　
○

１２
の
同
意
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。
（
法
十
八
条
十
七
項
、
三
十
条
三
項
、

四
十
八
条
十
一
項
、
六
十
七
条
三
項
、
九
十
五
条
四
項
、
九
十
六
条
の
二
第
七

項
、
百
十
三
条
の
二
第
二
項
）

別
表
四
の
三
十
一
の
表
を
別
表
四
の
二
十
九
の
表
と
す
る
。

「

「

別
表
四
の
三
十
二
の
表
六
の
項
第
五
号
中
　
　
○
　
　
　
　
を
　
　
　
　
○
　
　
に
改
め
、
同
表
二
十

」

」

の
項
第
一
号
中
「
五
条
三
項
、
六
条
一
項
」
を
「
八
条
三
項
、
九
条
一
項
」
に
改
め
、
同
表
二
十
二
の
項

第
一
号
中
「
及
び
施
工
」
を
「
、
施
工
及
び
維
持
保
全
」
に
、
「
十
五
条
一
項
」
を
「
七
十
四
条
一
項
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
七
十
五
条
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「

届
出
」
を
「
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
届
出
」
に
、
「
十
五
条
の
二
第
二
項
」
を
「
七
十
五
条
二
項
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
特
定
建
築
主
等
」
に
、
「
施
工
」
を
「
施
工
若
し
く
は

維
持
保
全
」
に
、
「
二
十
五
条
四
項
」
を
「
八
十
七
条
十
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同

項
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
、
同
表
を
別
表
四
の
三
十
の
表
と
す
る
。

４
　
２
の
届
出
に
係
る
事
項
に
関
す
る
当
該
建
築
物
の
維
持
保
全
の
状
況
に
つ
い
　
　
　
○

て
報
告
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
七
十
五
条
四
項
）

５
　
４
の
報
告
を
し
た
者
に
対
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
に
資
す
る
維
持
　
　
　
○
　

保
全
を
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
。
（
法
七
十
五
条
五
項
）

別
表
四
の
三
十
三
の
表
を
別
表
四
の
三
十
一
の
表
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


